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紹
介
と
批
評

田
上
穰
治
著

『
行
政
法
総
論
』

　
田
上
穣
治
教
授
が
憲
法
・
行
政
法
の
爾
分
野
に
わ
た
り
公
に
せ
ら
れ
た
著
書
・

論
丈
等
は
既
に
少
な
く
な
い
が
、
行
政
法
に
か
ん
す
る
教
科
書
と
目
さ
れ
る
著

書
の
み
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
職
前
の
「
行
政
法
概
論
」
に
引
績
き
、
験
後
、

「
行
政
法
総
論
」
（
昭
和
廿
五
年
・
春
秋
肚
獲
行
）
、
　
「
行
政
法
原
論
」
　
（
昭
和

廿
七
年
・
春
秋
杜
爽
行
）
お
よ
び
慶
雁
義
塾
大
學
通
信
教
育
教
材
「
行
政
法
」

（
昭
和
廿
五
年
－
同
廿
七
年
）
等
が
あ
り
、
ま
た
こ
こ
に
「
行
政
法
総
論
」
を

公
刊
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
元
來
、
行
政
法
な
る
法
分
野
は
そ
の
封
象
の
流
動
性
に
特
色
を
ゆ
う
す
る
。

こ
と
に
、
職
後
の
わ
が
國
の
ご
と
く
行
政
制
度
の
流
輔
き
わ
ま
り
な
き
時
代
に

あ
つ
て
、
た
と
え
行
政
法
學
の
基
本
原
理
が
不
動
で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
各
分

野
の
理
論
構
成
乃
至
読
明
方
法
は
、
制
度
の
攣
遽
に
し
た
が
い
、
攣
更
せ
ざ
る

を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
お
い
て
、
つ
ね
に
攣
遷
す
る
制
度
を
お

い
、
か
つ
、
随
時
あ
ら
わ
れ
き
た
る
裁
到
例
を
も
充
分
批
判
し
乍
ら
と
り
い
れ

ら
れ
、
し
か
も
、
か
わ
ら
ざ
る
教
授
濁
自
の
基
本
理
念
に
し
た
が
い
つ
つ
執
筆

せ
ら
れ
た
も
の
が
、
前
述
し
た
一
蓮
の
著
書
で
あ
り
、
ま
た
籔
多
ぐ
の
論
丈
と

な
つ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
教
授
の
近
著
「
行
政
法
絡
論
」
に
お
い
て
、
現
行
制
度
の
下
、
教
授

の
學
読
が
如
何
に
展
開
さ
れ
る
か
を
の
べ
よ
う
。

　
著
者
の
行
政
法
學
は
「
法
律
の
優
勝
性
」
お
よ
び
「
法
律
の
留
保
」
の
二
融

よ
り
出
螢
す
る
。
前
者
は
、
　
「
行
政
灌
が
叢
す
る
法
規
命
令
は
法
律
を
破
り
え

な
い
」
こ
と
を
意
味
し
、
後
者
は
、
「
基
本
的
人
権
そ
の
他
憲
法
上
法
律
の
規

定
を
要
す
る
事
項
は
法
律
の
委
任
が
な
け
れ
ば
命
令
を
以
て
定
め
え
な
い
」
こ

と
を
意
昧
す
る
。
而
し
て
、
こ
の
爾
者
が
「
法
治
行
政
」
の
特
質
を
形
成
す
る
。

一
方
、
著
者
は
こ
の
二
原
則
を
も
と
と
し
、
行
政
法
學
の
各
分
野
に
わ
た
り
濁

自
の
學
読
を
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
書
の
構
成
は
序
論
・
第
一
編
基
礎
理
論
．
第
二
編
行
政
組
織
法
の
三
よ
り

な
る
。

　
序
論
に
お
い
て
は
、
行
政
作
用
法
・
雫
訟
法
・
組
織
法
の
關
係
を
論
ず
る
。

な
お
、
こ
の
部
分
に
お
い
て
、
本
書
の
奮
版
に
も
相
嘗
す
る
「
行
政
法
原
論
」

で
は
、
佛
濁
の
行
政
法
の
襲
達
、
お
よ
び
、
英
米
の
行
政
法
概
観
の
二
項
が
そ

ん
し
て
い
た
。
し
か
し
、
本
書
で
は
頁
歎
の
關
係
か
省
略
せ
ら
れ
た
。
こ
の
黙

惜
し
ま
れ
る
。

　
第
晶
編
基
礎
理
論
の
部
は
、
さ
ら
に
、
七
章
に
わ
け
ら
れ
、
こ
の
部
分
で
、

い
わ
ゆ
る
、
行
政
法
総
論
が
論
述
さ
れ
る
。
こ
の
総
論
的
部
分
の
章
別
よ
り
す

れ
ば
、
前
述
「
行
政
法
原
論
」
の
第
八
章
公
物
の
公
法
的
特
色
、
第
九
章
個
人

的
公
灌
の
特
色
の
二
章
が
第
一
編
よ
り
除
か
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
他
に
つ
い

て
は
、
ほ
ぼ
奮
著
の
章
別
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
各
章
内
の
事
項
に

つ
い
て
は
、
記
述
順
序
の
攣
更
・
読
明
方
法
の
改
正
・
内
容
の
加
筆
層
加
等
あ

り
、
奮
著
に
く
ら
べ
實
質
的
内
容
は
増
大
し
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。



　
つ
ぎ
に
、
本
編
の
章
別
に
し
た
が
い
内
容
を
概
観
し
な
が
ら
、
著
者
が
い
か

な
る
行
政
法
騰
系
を
樹
立
さ
れ
て
い
る
か
を
の
べ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
綜
合
的
法

典
な
き
行
政
法
と
い
え
ど
も
、
實
定
法
秩
序
の
一
壌
を
形
成
す
る
。
こ
の
た
め

行
政
法
の
各
分
野
は
當
然
に
憲
法
の
支
配
下
に
ぞ
く
す
る
。
そ
こ
で
、
本
書
は

第
一
章
に
お
い
て
「
灌
力
分
立
」
の
問
題
を
と
り
あ
つ
か
う
。
而
し
て
、
こ
の

問
題
を
あ
つ
か
う
に
あ
た
り
、
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
法
制
度
と
し
て
の
灌
力
分

立
は
い
か
な
る
も
の
か
が
ま
ず
し
め
さ
れ
、
つ
い
で
、
こ
の
形
式
的
意
義
の
灌

力
分
立
に
お
け
る
、
　
「
三
灌
は
そ
れ
ぞ
れ
國
會
・
内
閣
叉
は
裁
判
所
の
組
織
法

的
特
色
に
よ
つ
て
そ
の
本
質
が
決
定
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
は
三
灌
相
互

の
關
係
を
規
律
す
る
か
ら
、
三
纏
の
性
質
上
の
差
異
が
生
ず
る
」
と
し
、
實
質

的
意
義
の
権
力
分
立
の
問
題
を
、
立
法
・
行
政
・
司
法
の
三
項
目
に
わ
け
論
述

す
る
。
ま
ず
、
立
法
に
つ
い
て
の
べ
よ
跳
。
著
者
は
法
規
を
一
般
的
内
容
の
規

範
と
、
具
睦
的
事
件
に
か
ぎ
つ
て
適
用
さ
れ
、
か
つ
、
行
政
措
置
に
か
わ
る
性

質
を
も
つ
法
規
（
國
立
學
校
設
置
法
の
ご
と
き
）
に
二
分
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
前
者
に
つ
き
、
さ
ら
に
憲
法
一
四
條
と
の
關
聯
に
お
い
て
こ
れ
を
分
析

し
、
　
「
具
騰
的
な
行
政
に
よ
る
人
灌
の
制
限
が
一
般
的
基
準
に
よ
る
こ
と
を
必

要
な
ら
し
め
、
又
灌
力
分
立
の
原
則
も
統
治
権
の
稜
動
が
國
會
と
政
府
の
協
力

に
よ
つ
て
の
み
行
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
一

般
的
基
準
た
る
濫
規
を
定
め
る
立
法
が
必
要
で
あ
つ
て
、
法
律
に
よ
り
も
つ
ぱ

ら
具
膿
的
な
法
律
關
係
を
決
定
す
る
こ
乏
は
で
き
な
い
」
と
論
ぜ
ら
れ
、
憲
法

四
一
條
の
國
會
に
よ
つ
て
制
定
さ
れ
る
法
律
の
形
式
を
と
る
實
質
的
立
法
の
特

質
を
右
の
ご
と
ぐ
明
示
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
實
質
的
意
義
の
行
政
に
か
ん
し
て

は
、
ま
ず
、
行
政
を
人
民
に
た
い
す
る
關
係
に
お
い
て
、
灌
力
關
係
・
非
灌
力

關
係
に
わ
け
ら
れ
、
こ
れ
ち
と
法
律
の
留
保
な
ら
び
に
法
律
の
優
勝
性
の
關
係

紹
介
と
批
評

を
の
べ
、
行
政
の
特
質
に
お
よ
ば
れ
る
。
最
後
匹
實
質
的
意
義
の
司
法
に
つ

い
て
は
、
民
事
・
刑
事
の
訴
訟
が
こ
れ
に
該
當
す
る
と
さ
れ
る
。
而
し
て
、
行

政
事
件
訴
訟
も
訴
訟
で
あ
る
以
上
、
濁
立
の
裁
鋼
所
で
庭
理
さ
れ
る
を
要
す
る

が
、
新
憲
法
は
特
別
裁
到
所
の
設
置
を
禁
止
す
る
ゆ
え
、
行
政
事
件
訴
訟
は
通

常
の
裁
到
所
の
灌
限
と
な
り
、
こ
の
意
昧
で
司
法
灌
に
ふ
く
ま
れ
る
と
さ
れ
、

行
政
事
件
訴
訟
に
つ
い
て
も
そ
の
本
質
を
の
べ
ら
れ
る
。

　
第
二
章
行
政
聴
の
裁
量
　
　
自
由
裁
量
と
羅
束
裁
量
の
匠
別
等
に
つ
い
て
は

學
読
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
裁
量
に
か
ん
し
、
著
者
は
と
く
に
明
快

な
る
理
論
を
展
開
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
裁
量
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
本

書
は
「
法
律
の
留
保
」
と
「
法
律
の
優
勝
性
」
の
二
原
則
を
展
開
す
る
。
ま
ず
、

法
律
の
留
保
に
ぞ
く
さ
ね
行
政
作
用
は
原
則
と
し
て
自
由
裁
量
で
あ
る
。
た
だ

し
、
例
外
と
し
て
、
法
律
の
留
保
に
ぞ
く
さ
ぬ
行
政
で
あ
つ
て
も
、
法
律
が
特

別
に
そ
の
要
件
を
さ
だ
め
る
と
き
は
、
法
律
の
優
勝
性
に
よ
り
行
政
灌
が
拘
束

さ
れ
、
こ
の
法
律
要
件
に
違
反
す
る
と
ぎ
は
蓮
法
と
な
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
場

合
の
行
政
作
用
は
覇
束
裁
量
と
な
る
。
さ
ら
に
、
自
由
裁
量
の
塵
分
が
裁
量
の

限
界
を
こ
え
る
場
合
は
違
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
庭
分
の
基
準
が
法
規
に
よ
つ

て
あ
た
え
ら
れ
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
轟
束
裁
量
で
な
い
。
つ
ぎ
に
、
法
律
の

留
保
に
ぞ
く
す
る
行
政
は
、
法
律
の
規
定
の
態
檬
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
轟
束

裁
量
に
ぞ
く
す
る
。
も
つ
と
も
、
行
政
権
が
人
民
の
灌
利
を
侵
す
庭
分
で
あ
つ

て
も
、
特
殊
の
場
合
に
は
、
裁
剣
所
が
そ
の
裁
量
の
過
誤
を
審
査
で
き
ず
、
こ

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
自
由
裁
量
の
庭
分
と
匠
別
す
る
實
釜
が
と
ぼ
し
く
な

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
以
外
は
、
法
律
の
留
保
に
ぞ
く
す
る
行
政
で

あ
る
以
上
、
法
丈
の
規
定
が
自
由
裁
量
庭
分
を
み
と
め
る
．
こ
と
き
で
あ
つ
て

も
、
行
政
樒
は
憲
法
の
公
共
の
爾
阯
に
よ
る
拘
束
を
う
け
る
と
し
、
こ
れ
ら
の

五
五

（
五
七
七
）



紹
介
と
批
評

關
係
を
さ
ら
に
警
察
灌
の
限
界
に
か
ん
す
る
理
論
に
獲
展
せ
し
め
て
論
ぜ
ら
れ

る
。
な
お
、
上
述
の
例
外
と
し
、
行
政
作
用
が
法
律
の
留
保
に
ぞ
く
す
る
と
否

と
を
と
わ
ず
、
直
接
の
根
族
と
な
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
堂
然
に
羅
束
裁
量

と
な
る
場
合
を
、
　
「
法
論
理
的
意
昧
の
驕
東
裁
量
」
と
な
ず
け
、
確
認
作
用
・

公
謹
・
事
實
の
認
定
に
お
け
る
事
實
の
錯
誤
の
場
合
、
お
よ
び
、
法
律
要
件
に

ふ
く
ま
れ
る
不
確
定
概
念
の
解
羅
に
さ
い
し
違
法
と
な
る
場
合
を
あ
げ
ら
れ

る
。
以
上
の
ご
と
く
、
本
章
の
論
述
は
き
わ
め
て
特
色
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
随
所
に
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
著
者
の
分
析
力
が
し
め
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
章
公
法
關
係
の
特
色
　
　
本
章
に
お
い
て
は
、
行
政
上
の
法
律
關
係
の

う
ち
よ
り
、
と
く
に
、
公
法
關
係
を
匠
別
す
る
理
由
、
お
よ
び
、
公
法
關
係
の

特
色
を
の
べ
、
さ
ら
に
、
行
政
事
件
を
民
事
々
件
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、

公
法
關
係
の
特
質
の
所
在
を
一
暦
明
瞭
に
さ
れ
る
。
而
し
て
、
こ
の
行
政
事
件

と
民
事
々
件
の
比
較
に
さ
い
し
、
ま
ず
、
狩
政
事
件
が
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法

に
よ
り
、
抗
告
訴
訟
と
當
事
者
訴
訟
に
わ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
各
々
に

つ
き
分
析
を
な
す
。
す
な
わ
ち
、
抗
告
訴
訟
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
範
園
の
基
準

が
し
め
さ
れ
た
の
ち
、
行
政
庭
分
の
お
こ
な
わ
れ
る
に
さ
き
だ
ち
、
そ
の
庭
分

を
命
ず
る
給
付
判
決
ま
た
は
、
庭
分
に
か
わ
る
形
成
到
決
は
権
力
分
立
の
原
則

に
反
す
る
ゆ
え
み
と
め
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
行
政
廃
に
；
疋
の
庭
分
を
な
す

義
務
が
あ
り
、
ま
た
は
、
拒
否
す
る
灌
限
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
宣
言
的
判
決

を
も
と
め
る
こ
と
は
、
灌
力
分
立
の
原
則
に
反
し
な
い
が
、
一
定
の
場
合
の
ほ

か
、
原
告
に
灌
利
保
護
の
利
釜
な
く
、
請
求
が
棄
却
さ
れ
る
結
果
に
な
る
と
さ

れ
、
メ
ー
デ
の
た
め
皇
居
外
苑
使
用
不
許
可
庭
分
の
取
滑
を
も
と
め
る
訴
の
ご

と
き
は
、
　
「
…
…
特
定
の
期
日
ま
た
は
期
間
を
纒
過
し
た
後
に
お
い
て
も
、
取

溜
判
決
に
よ
つ
て
庭
分
の
蓮
法
性
を
確
認
す
る
必
要
が
考
え
ら
れ
る
ほ
か
、
上

五
六

（
五
七
八
）

述
の
宣
言
的
判
決
を
求
め
る
法
律
上
の
利
釜
が
あ
る
も
の
と
解
す
る
」
と
さ

れ
、
宣
言
的
到
決
を
み
と
め
う
べ
き
場
合
を
例
示
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
嘗
事
者

訴
訟
に
つ
き
、
こ
れ
は
抗
告
訴
訟
の
庭
分
の
適
法
性
を
雫
う
こ
と
を
主
眼
と
す

る
の
に
た
い
し
、
灌
利
の
存
否
に
重
黙
を
お
く
た
め
、
原
告
の
灌
利
保
護
を
目

的
と
す
る
か
ぎ
り
、
事
件
の
種
類
を
と
わ
ず
給
付
・
確
認
・
形
成
の
訴
訟
に
わ

た
り
、
提
起
し
う
る
。
た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
、
機
關
訴
訟
・
民
衆
訴
訟
は
そ
の

本
質
よ
り
し
て
、
特
別
な
法
律
の
規
定
を
ま
つ
て
、
は
じ
め
て
適
法
に
訴
を
提

起
し
う
る
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
は
こ
の
當
事
者
訴
訟
に

つ
き
ほ
と
ん
ど
規
定
を
も
う
け
て
い
な
い
た
め
、
問
題
の
飴
地
が
多
い
と
さ

れ
、
各
問
題
黙
に
つ
き
示
唆
に
と
む
解
答
を
あ
た
え
ら
れ
る
。

　
第
四
章
行
政
行
爲
の
公
定
力
　
　
本
章
で
は
、
ま
ず
、
行
政
行
爲
の
意
義
・

種
類
が
説
明
さ
れ
、
つ
い
で
、
行
政
行
爲
の
公
定
力
と
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法

の
關
係
が
と
り
あ
つ
か
わ
れ
る
。
と
く
に
、
後
者
に
か
ん
し
、
「
行
政
行
爲
に

あ
ら
わ
れ
る
行
政
灌
の
優
越
的
意
思
は
、
行
政
臨
の
職
灌
ま
た
は
裁
到
所
の
判

決
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
覆
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
5
原
則
、
お
よ

び
、
こ
の
原
則
が
出
訴
期
聞
の
制
限
と
關
聯
し
て
生
ず
る
行
政
事
件
訴
訟
の
特

色
を
の
べ
る
。
ま
た
、
既
到
力
獲
生
後
に
お
い
て
、
民
事
判
決
の
既
判
力
に
た

い
し
、
行
政
事
件
の
既
到
力
の
特
色
を
灌
力
分
立
等
に
關
聯
し
て
論
及
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
本
書
は
行
政
行
爲
の
綴
疵
の
問
題
を
「
行
政
行
爲
の
公
定
力
の

限
界
」
と
な
ず
け
、
行
政
行
爲
の
不
存
在
、
無
敷
、
取
消
の
お
の
お
の
の
場
合

を
行
政
訴
訟
に
關
聯
づ
け
て
分
析
さ
れ
る
。
而
し
て
、
こ
の
よ
う
な
無
敷
原
因

と
取
清
原
因
の
探
究
後
、
行
政
庭
分
の
取
潰
講
求
と
無
敷
確
認
講
求
の
項
を
お

き
、
爾
者
の
匠
別
の
實
釜
、
各
場
合
の
立
謹
責
任
の
問
題
、
お
よ
び
、
訴
提
起

の
さ
い
の
爾
者
の
豫
傭
的
併
合
乃
至
訴
の
攣
更
に
つ
い
て
の
べ
ら
れ
る
。



第
五
章
行
政
上
の
彊
制
　
　
行
政
上
の
彊
制
は
、
さ
ら
に
、
行
政
上
の
彊
制

執
行
と
行
政
上
の
印
時
彊
制
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
の
張
制
執
行
は
、
さ
ら
に
、

代
執
行
・
執
行
罰
・
直
接
張
制
・
彊
制
徴
牧
に
四
分
さ
れ
、
そ
の
お
の
お
の
の

意
義
・
特
色
・
手
綾
・
適
用
範
園
・
灌
利
救
濟
が
の
べ
ら
れ
る
。
而
し
て
、
こ

れ
ら
の
う
ち
、
と
く
に
直
接
強
制
は
入
灌
魚
重
と
の
關
係
を
重
親
し
、
ま
た
、
強

制
徴
牧
で
は
國
税
徴
牧
法
が
論
明
せ
ら
れ
て
い
る
。
既
時
彊
制
に
つ
い
て
は
、

保
安
警
察
上
の
既
時
彊
制
と
し
て
警
察
官
職
務
執
行
法
を
解
読
さ
れ
、
行
政
警

察
そ
の
他
に
か
ん
す
る
既
時
張
制
と
し
て
傳
染
病
豫
防
法
等
の
各
規
定
を
例
示

さ
れ
る
。
而
し
て
、
こ
の
項
に
お
い
て
も
入
灌
と
の
關
傑
が
重
親
さ
れ
て
い
る

ほ
か
、
既
時
張
制
に
た
い
す
る
司
法
官
憲
の
令
状
の
必
要
の
有
無
に
か
ん
し
て

も
意
が
く
ば
ら
れ
て
い
る
。

　
第
六
章
行
政
犯
と
行
政
罰
　
　
本
章
で
は
、
行
政
犯
の
意
義
、
行
政
犯
と
刑

事
犯
の
匝
別
の
法
理
、
行
政
犯
の
刑
事
犯
へ
の
韓
化
が
序
と
し
て
の
べ
ら
れ
、

こ
れ
ら
を
前
提
と
し
、
行
政
罰
の
手
綾
法
的
特
色
・
行
政
犯
の
實
薩
法
的
特
色

が
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
、
後
者
は
行
政
犯
の
成
立
を
刑
事
犯
の
成
立

と
比
較
し
て
締
密
な
る
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
第
七
章
行
政
上
の
損
失
補
償
と
損
害
賠
償
　
　
損
失
補
償
の
問
題
は
憲
法
二

九
條
に
由
來
す
る
。
而
し
て
、
同
條
三
項
は
「
私
有
財
謹
に
封
す
る
侵
害
が
、

特
定
の
人
叉
は
特
定
範
園
の
入
に
到
す
る
個
別
的
な
負
捲
で
あ
り
、
か
つ
重
大

に
し
て
張
度
の
侵
害
で
あ
る
場
合
に
、
公
釜
と
私
釜
を
調
節
す
る
公
李
の
原
則

に
よ
つ
て
損
失
を
補
償
す
る
」
こ
と
を
意
昧
す
る
。
こ
の
た
め
、
現
實
に
損
失

の
補
償
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
特
別
の
法
律
の
根
擦
を
要
し
、
も
し
、
　
「
正
當

の
補
償
を
與
え
な
い
と
き
は
、
違
憲
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
被
害
者
は
法

律
の
認
め
な
い
損
失
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
こ
の
よ
う
な
行

紹
介
と
批
評

政
作
用
の
取
潰
を
訴
求
し
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
ほ
か
は
な
い
」
と
さ
れ
、
現

行
法
下
の
損
失
補
償
の
特
質
を
あ
き
ら
か
に
き
れ
る
。

　
損
害
賠
償
に
つ
い
て
も
、
憲
法
一
七
條
は
公
灌
力
の
獲
動
に
つ
い
て
民
事
責

任
を
み
と
め
る
も
の
で
な
く
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
賠
償
責
任
を
規
定
し
た
。

す
な
わ
ち
、
國
家
賠
償
法
の
制
定
に
よ
り
、
は
じ
め
て
、
公
法
上
の
國
家
責
任

が
み
と
め
ら
れ
る
に
い
た
つ
た
と
さ
れ
、
公
法
上
の
賠
償
責
任
の
成
立
に
つ

き
、
國
家
賠
償
法
第
蝋
條
を
判
例
等
を
あ
げ
な
が
ら
説
昭
さ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
同
法
第
四
條
に
い
う
マ
…
賠
償
責
任
に
つ
い
て
、
前
三
條
に
よ

る
の
ほ
か
、
民
法
の
規
定
に
よ
る
」
の
丈
言
を
、
　
「
公
法
上
の
損
害
賠
償
に
は

民
法
を
適
用
で
き
な
い
か
ら
、
國
家
賠
償
法
に
よ
る
國
家
責
任
の
ほ
か
に
直
接

民
法
に
も
と
づ
く
國
家
責
任
の
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
し
、
國
家
賠
償
法
と
民
法
の
關
係
を
あ
き
ら
か
に
し
、
か
つ
、
國
ま

た
は
公
共
團
騰
に
も
私
法
上
の
賠
償
責
任
の
あ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
る
。
而
し

て
、
こ
の
私
法
上
の
賠
償
責
任
は
行
政
の
非
穗
力
的
な
管
理
作
用
の
場
合
成
立

す
る
と
し
、
こ
れ
を
非
灌
力
的
行
政
に
お
け
る
公
務
員
の
不
法
行
爲
の
場
合
、

お
よ
び
公
の
螢
造
物
の
設
置
、
ま
た
は
管
理
に
毅
疵
の
あ
つ
た
場
合
に
わ
け
て

の
べ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
本
章
で
は
賠
償
責
任
者
決
定
の
た
め
の
特
例
、
お
よ

び
、
公
法
上
の
賠
償
責
任
と
公
務
員
の
個
人
責
任
に
つ
い
て
も
論
及
す
る
。

　
以
上
が
第
一
編
の
概
要
で
あ
り
、
ま
た
、
本
書
の
特
色
を
形
成
す
る
と
か
ん

が
え
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。

　
第
二
編
で
は
行
政
組
織
法
を
と
り
あ
つ
か
う
。
こ
の
部
分
は
一
般
に
輕
硯
さ

れ
が
ち
で
あ
つ
た
が
、
本
書
は
こ
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
苦

心
が
は
ら
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
量
的
に
み
て
も
、
第
一
編
基
礎
理
論
と
ほ
ぼ

五
七

（
五
七
九
）



紹
介
と
批
詳

同
じ
頁
激
が
割
當
て
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
編
は
二
章
に
大
別
さ
れ
、
第
一
章
で
國
家
行
政
組
織
が
、
第
二
章
で
地

方
公
共
團
騰
の
組
織
が
と
り
あ
つ
か
わ
れ
、
各
章
そ
れ
ぞ
れ
、
さ
ら
に
、
節
に

わ
け
記
述
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
國
家
行
政
組
織
　
本
章
は
、
第
一
節
を
行
政
聴
の
意
義
及
ぴ
機
限

と
す
る
。
行
政
臆
の
意
義
に
つ
き
、
國
家
行
政
組
織
法
が
こ
れ
を
規
定
す
る

が
、
同
法
の
適
用
を
5
け
な
い
行
政
聴
、
す
な
わ
ち
、
他
の
組
織
法
に
よ
り
行

政
聴
と
み
る
べ
き
機
關
も
あ
り
、
さ
ら
に
、
作
用
法
上
行
政
臆
と
み
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
機
關
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
　
「
行
政
法
學
で
は
、
國
家
行
政
組
織
法
に

い
わ
ゆ
る
行
政
機
關
の
語
よ
り
も
、
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
に
お
け
る
行
政
臨

の
語
に
よ
つ
て
読
明
す
る
の
が
適
當
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
、
行
政
事
件
訴

訟
特
例
法
に
よ
り
行
政
廃
の
範
園
を
擾
張
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
行
政
廉
の
構
成

に
か
ん
し
、
掲
任
制
と
合
議
制
と
の
長
短
を
比
較
し
、
行
政
廃
と
し
て
は
濁
任

制
を
原
則
と
す
べ
き
で
あ
る
と
論
断
し
、
準
司
法
灌
を
ゆ
う
す
る
機
關
乃
至
政

治
的
中
立
性
を
要
講
さ
れ
る
機
關
の
み
を
例
外
と
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
よ

う
な
行
政
聴
以
外
の
機
關
に
お
よ
ぶ
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
國
家
公
安
委
員
會

と
警
察
聴
の
關
係
に
た
い
す
る
疑
問
を
解
決
さ
れ
る
。

　
本
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
外
、
行
政
聴
の
代
理
・
行
政
聴
の
権
限
の
意
義
等

に
ふ
れ
る
。
な
お
、
後
者
で
各
種
の
行
政
廃
に
か
ん
す
る
設
置
法
は
行
政
機
關

の
所
掌
事
務
の
範
園
、
お
よ
び
、
所
掌
事
務
途
行
の
手
段
と
し
て
の
灌
限
が
法

律
に
從
つ
て
行
使
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
す
る
と
し
、
さ
ら
に
、
設
置
法
と

各
種
の
作
用
法
と
の
法
的
關
聯
性
を
論
ぜ
ら
れ
る
。

　
第
二
節
行
政
聴
相
互
の
關
係
　
こ
の
節
で
は
同
一
系
統
の
上
級
聴
が
下
級
廉

に
た
い
し
て
く
わ
え
る
機
闘
監
督
を
中
心
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

五
八

（
五
八
○
）

　
最
後
に
、
第
三
節
で
は
現
行
の
國
家
行
政
組
織
に
つ
ぎ
、
中
央
行
政
爵
お
よ

び
地
方
行
政
臆
、
の
二
に
わ
か
ち
、
種
類
・
灌
限
等
を
の
べ
本
章
を
お
わ
る
。

　
第
二
章
地
方
公
共
團
豊
　
　
本
章
は
さ
ら
に
五
節
に
分
読
さ
れ
る
。

　
第
一
節
を
総
読
と
し
、
地
方
自
治
の
意
義
を
論
ず
る
が
、
意
義
に
つ
ぎ
、
政

治
的
・
法
律
的
の
二
つ
の
意
義
を
あ
げ
、
さ
ら
に
、
地
方
自
治
の
根
檬
は
憲
法

に
も
と
め
う
る
が
、
憲
法
に
具
農
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
以
外
の
、
包
括
的
な

課
税
権
・
科
罰
灌
等
が
は
た
し
て
地
方
自
治
の
本
質
に
ぞ
く
し
法
律
に
よ
り
て

も
奪
い
え
な
い
や
否
や
に
つ
き
疑
問
を
示
さ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
地
方
公
共
團
騰
の
事
務
の
種
類
、
團
艦
の
種
類
を
の
べ
、
亥
節
に

う
つ
る
。

　
第
二
節
は
「
地
方
公
共
團
膿
の
匠
域
及
び
住
民
」
と
す
る
。
本
節
で
は
、
住

民
の
灌
利
、
と
く
に
、
直
接
講
求
灌
、
お
よ
び
、
地
方
邊
撃
に
重
鮎
が
お
か
れ

て
い
る
。

　
第
三
節
地
方
議
會
　
こ
の
節
は
、
地
方
議
會
の
議
決
穂
、
お
よ
び
、
そ
の
他

の
灌
限
、
議
員
の
地
位
等
よ
り
な
る
。
と
く
に
、
議
員
の
地
位
に
つ
い
て
は
、

議
員
に
た
い
す
る
懲
罰
に
、
戒
告
・
陳
謝
・
出
席
停
止
お
よ
び
除
名
の
四
種
が

あ
り
、
除
名
議
決
は
直
接
議
員
の
資
格
剥
奪
の
敷
果
を
生
ず
る
ゆ
え
、
行
政
事

件
訴
訟
特
例
法
に
い
う
庭
分
に
該
當
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
限
度
で
地
方

議
會
も
ま
た
行
政
聴
に
あ
た
る
と
せ
ら
れ
る
。

　
第
四
節
普
通
地
方
公
共
團
膿
の
長
本
節
で
は
、
主
と
し
て
、
地
方
公
共
團

騰
の
長
の
権
限
、
お
よ
び
、
長
と
地
方
公
共
團
騰
の
關
係
を
中
心
と
し
て
の
べ

ら
れ
、
最
終
の
第
五
節
で
「
そ
の
他
の
執
行
機
關
」
に
つ
ぎ
逡
撃
管
理
委
員
會
・

監
査
委
員
の
二
を
と
く
に
と
り
あ
げ
論
ぜ
ら
れ
る
。



　
以
上
で
本
書
の
概
要
記
述
を
お
わ
る
。
本
書
の
特
色
は
、
本
稿
の
は
じ
め
に

も
の
べ
た
ご
と
く
、
総
論
に
お
け
る
法
治
行
政
の
理
論
の
展
開
、
お
よ
び
、
組

織
法
分
野
の
重
親
、
さ
ら
に
、
全
盤
を
つ
う
じ
、
行
政
事
件
訴
訟
と
の
關
聯
性

の
強
調
に
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
比
較
的
小
紐
子
に
も
ら
れ
た
内
容
は
、
深
い
理

論
お
よ
び
莫
大
な
現
象
の
堅
縮
で
あ
り
、
實
質
的
内
容
は
、
い
わ
ゆ
る
大
著
に

ま
さ
る
と
も
劣
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。

　
非
常
に
簡
箪
で
あ
り
、
か
つ
、
紙
面
の
關
係
も
あ
り
、
本
書
の
第
二
編
に
あ

ま
り
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
ま
た
、
淺
學
の
た
め
著
者
の
す
ぐ
れ
た

學
読
を
充
分
に
理
解
し
え
な
か
つ
た
黙
も
多
々
あ
る
と
お
も
う
。
こ
の
黙
、
著

者
に
ふ
か
く
お
わ
び
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
お
わ
り
に
、
各
論
お
よ
び
雫
訟
法
に
か

ん
す
る
績
刊
が
一
日
も
早
く
公
に
せ
ら
れ
る
こ
と
を
、
お
ね
が
い
し
て
、
紹
介

の
筆
を
お
く
。
　
（
有
信
堂
登
行
・
二
二
〇
頁
）
　
　
　
　
　
　
　
（
金
子
芳
雄
）

紹
介
と
批
評

五
九

（
五
八
一
）


